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1. お問合せ先
 1.試験前々日（金曜日）までのお問合せ先

資格試験に関するお問合せ窓口

　　　
＜お問合せ期間＞
お問合せ内容により、お問合せ期間が異なりますのでご注意ください。

内　　容 お問合せ期間

TEL.03-5739-3867
9時30分～12時　13時～17時30分（土日祝日を除く）

試験前日および試験当日のお問合せ先は受験票に記載します。

身体障がい者等特別措置

内　　容 お問合せ期間

7月1日(水)～8月31日(月)

各種申込内容の変更
9月18日(金)～10月2日(金)

　　　　　　　　　　　　※必着です。
※変更申請書を提出することにより、
  「住所」「希望試験地」
  「婚姻等による氏名の変更」ができます。

詳細は… 3 P

婚姻等による氏名の変更
※別途戸籍抄本の提出が必要です。※別途戸籍抄本の提出が必要です。

11月4日(水)～11月13日(金)

詳細は… 22 P

詳細は…１８P

希望試験地の変更 11月4日(水)～11月9日(月)

詳細は… 22 P

受験票の未着等 11月4日(水)～11月11日(水)

詳細は… 19 P

2. 試験前日および試験当日のお問合せ先

1-1.受験申込後

1-2.受験票到着後
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